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様式第１号（第２条関係） 

 

業 務 実 施 計 画 書 
 

令和  年  月  日  

 

川 口 市 ⾧  あて 

 

受 注 者 

住所 

氏名            

 

 

  下記の業務を着手するので、業務委託契約細目第２条の規定に基づき、業務実 

 施計画書を提出します。 

 

委託業務の名称 
 

 

委託業務の場所 
 

 

履 行 期 間  令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

業 務 行 程 表  

業務種別及び期間 

・                （ ／ ～ ／ ） 

・                （ ／ ～ ／ ） 

・                （ ／ ～ ／ ） 

・                （ ／ ～ ／ ） 

現 場 責 任 者  
 

 

人 員 配 置  

 

延べ・１日当たり・場所当たり           人 

 

その他特記事項 

 

 

 
 

 

注）業務内容に応じて、「業務行程表」及び「人員配置」の内容は任意とする。 



《付録１－１》 

 

誓   約   書 

 

 私は、川口市が保有する個人情報を取り扱う下記業務に従事するにあたり、そ

の業務を通じて取り扱う個人情報（受注者が直接、取得する個人に関する情報を

含む）に関し、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）第６６条（安全管理措置）、第６７条（従事者の義務）並びに第１７６

条、第１８０条及び第１８３条（罰則）の規定の内容並びに適正な維持管理につ

いて、下記の者から説明を受けました。 

 私は、当該業務に従事している間及び従事しなくなった後において、当該業務

を通じて取り扱う個人情報について、法及び個人情報取扱特記事項を遵守し、適

切に取り扱うことを誓約いたします。 

  

 

記 

 

業 務 名 称  ○○○○（従事する業務が複数ある場合は列挙する。） 

 

 

 

 

 

説明した者  ○○○○（受注者の名称） 

       ○○○○（受注業務に関する総括責任者の役職名） 

       ○○○○（氏名） 

         

 

 

 

     年  月  日  

 

    所 属            

氏 名              

 

 

 

 

 

 



受託事務の名称：

項番 項　　目 個人情報取扱特記事項

1

　 はい いいえ

（はいにチェックした場合は、以下も記載してください）

責任者氏名

責任者連絡先

個人情報を取り扱う従業員数

2

　 はい いいえ

3

　 はい いいえ

4

　 はい いいえ

4

5

はい いいえ

6

　 はい いいえ

7

　 はい いいえ （ 　　　　　　　　　）

8

　 はい いいえ （ 　　　　　　　　　）

9

　 はい いいえ （ 　　　　　　　　　）

10

はい いいえ （ 　　　　　　　　　）

11

　 していない している

12

　 していない している

13

　 はい いいえ

14

　 はい いいえ

15

　 はい いいえ （ 再委託しない　）

16

　 はい いいえ

第４ 適正な取得

 
   　（「はい」にチェックした場合）
　　　　　※従事者の一覧又は誓約書のどちらかに〇をしてください

　　　従事者の一覧　　　　　　　　　誓約書

 
   　（「はい」にチェックした場合）
　　　　　※研修計画（時期、対象者、カリキュラムなど）を記載してください

　

　個人情報を委託者又は本人（代理人含む）以外から取得することはありますか。

８～１０は再委託している又は再委託を予定している場合のみお答えください。

　　 （はいにチェックした場合）
　●取得している個人情報の項目、利用目的、取得先、取得方法を記載してください。

　受託者は、この契約による事務を処理するために個人情
報を取得するときは、当該事務を処理するために必要な範
囲内で、適正かつ公正な手段により取得しなければならな
い。

第1４
従事者に対する研修
の実施及び誓約書の
提出

　受託者は、この契約による事務に従事する者に対し、従事
者が遵守すべき事項及び従事者に適用される個人情報保
護法に基づく罰則の内容等についての研修を実施し、個人
情報の保護に関する誓約書（別紙様式）を委託者に提出し
なければならない。
２　受託者は、個人情報を取り扱う事務を第三者に委託する
場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施し、
個人情報の保護に関する誓約書（別紙様式）を受託者に提
出させなければならない。
３　前項の場合において、受託者は、再受託者から提出され
た個人情報の保護に関する誓約書（別紙様式）を委託者に
提出しなければならない。

第１５ 従事者の明確化

　受託者は、この契約による事務の従事者を一覧にし、委託
者に提出しなければならない。ただし、受託者が全ての従事
者から個人情報の保護に関する誓約書（別紙様式）を徴取
し、委託者に提出している場合は、これに代えることができ
る。

第３ 秘密の保持

　 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情
報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に使用してはな
らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同
様とする。
２　受託者は、この契約による事務に従事する者に対し、在
職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個
人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
使用してはならないこと、その他個人情報の適正な管理に
関して必要な事項を周知しなければならない。

　従事者に対し、直接又は間接的に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならないこと及び契約終了
後若しくは解除後又は退職後も同様に漏らしてはならないことを指導していますか

委託先における個人情報の取扱状況チェックリスト

受託業者名：
（担当責任者職・氏名）：

点検日（年月日）：

チェック項目欄

第２ 適正な管理

　受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏え
い、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正
な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２　受託者は、前項の規定による事務を処理させるため、個
人情報保護管理責任者を定めなければならない。

　個人情報の取扱いに関する責任者等を定めた上で、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止
その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置をとっていますか。

　個人情報を取り扱うことを許可された従事者以外の者が当該個人情報に触れることができないようにし
ていますか

第５ 厳重な保管及び搬送

　受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏え
い、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、個人
情報の厳重な保管及び搬送に関し必要な措置を講じなけれ
ばならない。

　個人情報の保管方法（保管庫への施錠、立入制限等）を記載してください

　個人情報が記録された資料等を事業所内・事業所外で運搬する際に、個人情報の漏えい、紛失又は滅
失等を防止するための対策を講じていますか

　　 （はいにチェックした場合）
　●どのような対策を講じていますか
　 　（対策の例）
　　 　・郵送は「書留」、社内便は「親展」扱いにする
　　　 ・宅配便は信頼できる指定業者に限定
　　　 ･荷崩れが生じないよう運搬物を結束し、蓋付きコンテナを使用　など

持ち出しの禁止

　受託者は、この契約を履行するために取得した個人情報
について、必要がある場合を除き、委託者の書面による事
前の承諾を得ることなく、受託者の事業所内から持ち出して
はならない。

　個人情報について、必要がある場合を除き、委託者の書面による事前の承諾を得ることなく、事業所内
から持ち出さないことを把握し、従業員に指導をしていますか。

第７ 再委託の禁止等

　受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約によ
る事務のうち個人情報を取り扱う事務については自ら行うも
のとし、第三者にその事務を委託してはならない。
２　受託者は、委託者の承諾を受け第三者に個人情報を取
り扱う事務を委託する場合には、受託者から委託を受けた
者（以下「再受託者」という。）の当該事務に関する行為につ
いて、委託者に対し全ての責任を負うものとする。
３　受託者は、前項に規定する場合においては、受託者及
び再受託者がこの個人情報特記事項を遵守するために必
要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託
者と約定しなければならない。
４　受託者は、前項の規定による約定において、委託者の
提供した個人情報並びに受託者及び再委託者がこの契約
による事務のために取得した個人情報を委託等により更に
第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならな
い。

　受託事務を第三者に再委託しようとする場合、市へ事前に通知し、再委託契約締結前（再委託先におけ
る業務開始前）に市の承諾を得る必要があることを認識していますか

第６

　受託事務を第三者に再委託する場合、再受託者の当該事務に関する行為について、全ての責任を負う
認識をしていますか。

　受託事務を第三者に再委託する場合、「個人情報取扱特記事項」を遵守するために必要な事項並びに
委託者が指示する事項について、再受託者と約定していますか。

　受託事務を第三者に再委託する場合、再受託者がさらに第三者に委託等をすることを禁止しています
か。

第８ 委託目的以外の利用
等の禁止

　受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この
契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の
目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

　委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外
の目的に利用し、又は第三者に提供していませんか。

第11 資料等の返還

　受託者は、この契約による事務を処理するために委託者
から提供され、又は受託者が取得し、複製し、若しくは作成
した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、
又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すも
のとする。ただし、委託者が別に指示をしたときは、当該指
示によるものとする。

　委託者から提供され、又は取得したし、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この
契約が終了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡す認識をしていますか。

　この契約による事務に従事する者に対し、従事者が遵守すべき事項及び従事者に適用される個人情報
保護法に基づく罰則の内容等についての研修を実施していますか。

第９ 複写及び複製の禁止
　受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この
契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製しては
ならない。

　委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写又は複製してい
ませんか。

　個人情報を取り扱う事務を第三者に委託する場合には、再受託者に対し１４の研修を実施し、誓約書
（別紙様式）を提出させ、それを委託者に提出しなければならないことを認識していますか。

　この契約による事務の従事者を一覧にしたもの、又は全ての従事者から徴取した個人情報の保護に関
する誓約書を委託者に提出しましたか。



（提出日） 年 月 日

　該当するものにチェックして回答してください。

契
約
名

（６）

（７）

（８）

（１０）

（１１）

【市記入欄】提出を省略する場合はその理由

様式第１号（第３条関係）

□はい □いいえ

　

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

労
働
条
件
等

（１）
就業規則を作成し、労働基準監督署に届出していますか。また、就業規則を労働者に周知（書
面にて交付、作業所に掲示等）していますか。

□いいえ

就業規則、労働契約、労使協定等の労働条件は、適正な内容になっていますか。

□はい

・回答内容に疑義が生じたときは、関係書類の確認、聴き取り
調査等を行うことがあります。

・回答内容に虚偽があった場合や労働環境が不適切であると
認められる場合は、指名の取消し、契約の解除、入札参加停止
等の措置を講ずることがあります。

（３）
３６協定を締結し、労働基準監督署に届出していますか。また、労使協定の締結・運用は適正で
すか。

□はい

安
全
衛
生

（４） 健康診断を適正に実施していますか。 □はい □いいえ

□はい □いいえ

（５） 安全衛生管理体制の適正な整備・運用を行っていますか。 □はい □いいえ

□はい □いいえ労
働
時
間
の
管
理

労働時間を適正に把握し、管理していますか。

休憩時間を適正に運用していますか。

休日・有給休暇の付与は適正ですか。

賃
金

（９） 賃金台帳等から適正な計算・支払いを行っていますか。

時間外、休日等の勤務について、適正に割増賃金を支払っていますか。 □はい □いいえ

賃金について、通貨で全額を、労働者に直接、毎月１回以上、一定期日を定めて支払っていま
すか。また、給与明細に適正に表記されていますか。

（１２）
当該契約における賃金の１時間当たりの単価は、有効な地域別最低賃金額を上回っています
か。

□はい □いいえ

保
険

加
入

（１３） 社会保険・労働保険への加入状況、手続きの時期等は適正ですか。 □はい □いいえ

法
定

帳
簿

（１４） 法定３帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿）を、適正に整備していますか。 □はい □いいえ

（２）

□
いいえ

□
適用外

商号又は名称

所　　在　　地

記　入　者　名

連絡先電話番号

労　働　者　数

代　表　者　名

□
はい

労働環境チェックシート

担当：川口市○○部○○課○○係
電話○○○（○○○）○○○○

□いいえ

□はい □いいえ

□はい □いいえ

人（パートタイマー、アルバイト等を含む）

チ　ェ　ッ　ク



 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

 （個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１ 川口市（以下「委託者」という。）が保有する個人情報を取り扱う者（以下「受託者」

という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための

個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号。以下「個人情報保護法」という。）その他関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵

害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

 （適正な管理） 

第２ 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの

防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は、前項の規定による事務を処理させるため、個人情報保護管理責任者を定め

なければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第３ 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後において

も同様とする。 

２ 受託者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、

この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならないことその他個人情報の適正な管理に関して必要な事項を周知しなけ

ればならない。 

 

 （適正な取得） 

第４ 受託者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、当該

事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により取得しなければなら

ない。 

 

 （厳重な保管及び搬送） 

第５ 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その

他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に関し必要な措置を講じなけ



ればならない。 

 

（持ち出しの禁止） 

第６ 受託者は、この契約を履行するために取得した個人情報について、必要がある場合

を除き、委託者の書面による事前の承諾を得ることなく、受託者の事業所内から持ち

出してはならない。 

 

 （再委託の禁止等） 

第７ 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、この契約による事務のうち個人情報を

取り扱う事務については自ら行うものとし、第三者にその事務を委託してはならない。 

２ 受託者は、委託者の承諾を受け第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合には、

受託者から委託を受けた者（以下「再受託者」という。）の当該事務に関する行為につい

て、委託者に対し全ての責任を負うものとする。 

３ 受託者は、前項に規定する場合においては、受託者及び再受託者がこの個人情報取扱

特記事項を遵守するために必要な事項並びに委託者が指示する事項について、再受託者

と約定しなければならない。 

４ 受託者は、前項の規定による約定において、委託者の提供した個人情報並びに受託者

及び再受託者がこの契約による事務のために取得した個人情報を委託等により更に第三

者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。 

 

 （委託目的以外の利用等の禁止） 

第８ 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個

人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

 （複写及び複製の禁止） 

第９ 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個

人情報を複写し、又は複製してはならない。 

 

 （事故発生時の報告義務） 

第１０ 受託者は、この契約による事務に関し、個人情報保護法その他関係法令等及びこ

の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知った

ときは、速やかに、委託者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終

了し、又は解除された後においても同様とする。 



 

 （資料等の返還） 

第１１ 受託者は、この契約による事務を処理するために委託者から提供され、又は受託

者が取得し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終

了し、又は解除された後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委

託者が別に指示をしたときは、当該指示によるものとする。 

 

 （報告、資料の提出等） 

第１２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、受託者に対し、この

契約による事務に関する個人情報の管理状況について、報告又は資料の提出を求めるこ

とができる。 

 

 （立入調査） 

第１３ 委託者は、受託者がこの契約による事務に関する個人情報の管理状況について、

随時、立入調査を行うことができる。 

 

 （従事者に対する研修の実施及び誓約書の提出） 

第１４ 受託者は、この契約による事務に従事する者に対し、従事者が遵守すべき事項及

び従事者に適用される個人情報保護法に基づく罰則の内容等についての研修を実施し、

個人情報の保護に関する誓約書（別紙様式）を委託者に提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を第三者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項に定める研修を実施し、個人情報の保護に関する誓約書（別紙様式）を受託者に提

出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された個人情報の保護に関する誓

約書（別紙様式）を委託者に提出しなければならない。 

 

 （従事者の明確化） 

第１５ 受託者は、この契約による事務の従事者を一覧にし、委託者に提出しなければな

らない。ただし、受託者が全ての従事者から個人情報の保護に関する誓約書（別紙様

式）を徴取し、委託者に提出している場合は、これに代えることができる。 

 

 （措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１６ 委託者は、受託者が個人情報保護法その他関係法令等及びこの個人情報取扱特記



事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができ

るものとする。 

 

 （その他） 

第１７ 受託者は、第１から第１６に規定するもののほか、個人情報の適正な管理のため

に必要な措置を講じなければならない。 

 

 

（注） 個人情報の取扱いを伴う事務の委託の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、

又は不要な事項を省略するものとする。 



入札（見積）に参加される皆様へ 

川 口 市 

 

入札及び契約の履行に当たり、下記事項を遵守してください。 

 

 １ 関係法令の遵守について 

(1) 入札（見積）参加者は、川口市契約に関する規則、仕様書、指名通知の記載事項等を熟知し、法 

令が定める許可条件等を備えていることを確認のうえ、入札（見積）に参加してください。 

  (2) 入札（見積）にあたっては、最低賃金法に基づく最低賃金の動向やその他の法令・基準に基づく

下限額等を考慮して適正に積算してください。 

(3) 入札（見積）にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）等 

を遵守してください。 

 

 ２ 個人情報の保護について 

(1) 個人情報を取り扱う業務の場合、個人情報の保護に関する法律等を遵守し、個人情報の保護に関 

し必要な措置を講じて、適正な管理を行ってください。また、業務上知り得た個人情報についても、 

同様とします。 

(2) 受注業務が完了した場合や、個人情報を取り扱った社員が退職した場合も含めて、遺漏のないよ 

うにしてください。 

(3) 個人情報の取り扱いに関する事故が発生した場合は、直ちに発注者に報告するとともに、発生し 

た事故を終焉させるために誠意を持って対応してください。 

 

 ３ 暴力団等の排除の徹底について 

(1) 受注者は、物品入札（見積）参加資格申請時に誓約した内容を遵守し、誠実に契約を履行してく 

ださい。 

(2) 契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び業務妨害等を受けた場合は、その旨を直ちに 

報告するとともに、所轄の警察署に届けてください。 

(3) 受注者は、所轄の警察署と協力して、不当要求及び営業妨害の排除対策を講じてください。 

 

 ４ 受注者が厳守する事項について 

(1) 契約の履行に当たり、関係法令等を遵守するとともに、誠意を持って対応してください。 

(2) 契約書等に基づき、適正に契約業務を行ってください。 

(3) 労働関係法令を遵守し、労働環境の整備を行ってください。また、業務委託契約締結時及び発注 

者の求めがあったときは、「労働環境チェックシート」を速やかに提出してください。 

(4) 契約締結日までに、入札の参加資格の制限または本市の入札参加等停止の措置又は入札参加除外 

措置を受けた場合は、当該契約を締結しないことがあります。 

(5) 入札（見積）の執行前に限り参加を辞退することができます。この場合は、ペナルティはありま 

せんが任意書式の辞退届に辞退理由を記載して提出してください。 

(6) 川口市が発注する物品購入・印刷請負・備品購入等の契約については、一括委任又は一括下請け 

の行為を禁止しています。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りではありません。 

(7) 川口市が発注する業務委託契約については、原則として再委託を禁止しています。例外的に業務 

の再委託を希望する場合は、業務再委託承認願を提出し、発注課の承認を得た場合のみ可とします。 

 

 ５ その他 

(1) 契約期間中に世界情勢の影響等による著しい経済活動の変動や法令改正等による事情変更が認め 

られる場合は、契約条件への影響を検討してください。 

(2) 受注者は、労働者と労働者との間及び労働者と市民との間等、あらゆる人権侵害行為が起こらな 

いよう努めてください。 


